
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ

社
団
法
人
全
国

ハ
ウ
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
協
会

（
昭
和
五
十
五

年
一
月
十
四
日

に
社
団
法
人
全

国
イ
ン
テ
リ
ア

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

協
会
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い

う
。）

東
京
都
文
京
区
後

楽
二
丁
目
三
番
十

号

ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
職
種

に
係
る
技
能
検
定
試
験
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
実

施
に
関
す
る
業
務

一

実
技
試
験

二

学
科
試
験

平
成
二
十
四
年
四
月

二
十
三
日

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

平成™›年›月™š日 月曜日 第œ�Ÿ�号官 報

第
四
の
五
中
「
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
」の
下
に「
又

は
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
」
を
、「
平
成
二
十
三
年
十
月

一
日
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
」
を
加

え
る
。

第
四
の
六
中「
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
」

の
下
に
「
又
は
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補

者
」
を
加
え
る
。

第
五
の
一
中
「
修
得
す
る
活
動
」
の
下
に
「
又
は
介
護

施
設
に
お
け
る
介
護
福
祉
士
の
監
督
の
下
で
の
研
修
を
通

じ
た
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
す
る
活
動
」を
加
え
、

「
平
成
二
十
三
年
度
試
験
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
看
護

師
試
験
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
度
看
護
師
試
験
又
は
平

成
二
十
四
年
度
介
護
福
祉
士
試
験
」に
、「
看
護
師
の
資
格
」

を
「
看
護
師
又
は
介
護
福
祉
士
の
資
格
」
に
改
め
、「
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
」
の
下
に
「
又
は
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
」
を
加
え
る
。

第
五
の
三
中
「
一
又
は
二
」
を
「
一
又
は
三
」に
改
め
、

「
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
」
の
下
に
「
又

は
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
」を
加
え
、

「
看
護
師
の
資
格
」
を
「
看
護
師
又
は
介
護
福
祉
士
の
資

格
」
に
改
め
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
」
の
下
に
「
又

は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
」
を
、「
指
針
第
五
の
三

の
２
」
の
下
に
「
又
は
四
の
２
」を
加
え
、「
手
続
に
よ
る
」

を
「
手
続
に
よ
り
在
留
資
格
の
変
更
の
許
可
を
受
け
る
」

に
改
め
、
第
五
の
三
を
第
五
の
四
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
業
能
力

開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚

生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
項
中
「
七
番
六
号
」
を
「
六
番
八
号
」
に
改
め
、
同
表
知
的
財
産
管
理
の
項

中
「
港
区
西
新
橋
三
丁
目
十
三
番
七
号
」
を
「
千
代
田
区
一
番
町
二
十
二
番
地
一
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
百
七
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
西
広
域

連
合
の
規
約
の
変
更
を
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

一

許
可
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日

二

施
行
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日

三

変
更
内
容

^

第
二
条
中「（
以
下
「
構
成
団
体
」
と
い
う
。）」
を

「（
以
下
「
構
成
府
県
」
と
い
う
。）並
び
に
大
阪
市

及
び
堺
市
（
以
下
「
構
成
指
定
都
市
」
と
い
う
。
以

下
「
構
成
府
県
」
と
あ
わ
せ
て
「
構
成
団
体
」
と
総

称
す
る
。）」
に
改
め
る
。

_

第
三
条
中
「
構
成
団
体
」
を
「
構
成
府
県
」
に
改

め
る
。

`

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
構
成
団
体
で
あ
る
２

以
上
の
府
県
」
を
「
２
以
上
の
構
成
府
県
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
、
鳥
取
県
」
を
「
鳥
取
県
に
係
る

も
の
を
、
同
項
第
３
号
（
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
係
る
事

務
に
限
る
。）、
第
５
号
（
ア
及
び
イ
に
係
る
事
務
に

限
る
。）及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
構

成
指
定
都
市
」
に
改
め
る
。

a

広
域
連
合
の
経
費
の
支
弁
の
方
法
を
変
更
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
百
五
十
八
号

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
と
の
間
の
協
定
の
適
用
を
受
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

看
護
師
等
の
出
入
国
管
理
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
の

特
例
を
定
め
る
件
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日

法
務
大
臣

小
川

敏
夫

第
一
中
「
第
六
節
１
」
の
下
に
「
又
は
２
」
を
、「
平
成

二
十
年
度
」
の
下
に「
又
は
同
二
十
一
年
度
」を
加
え
、「
在

留
期
間
の
更
新
を
二
回
受
け
、
か
つ
、
二
回
目
の
更
新
を

受
け
た
後
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
た
」
を
「
滞
在

が
許
可
さ
れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
又
は
介
護
福

祉
士
国
家
試
験
を
受
験
し
た
」
に
改
め
、「
枠
組
み
に
お
い

て
、」の
下
に
「
第
三
に
規
定
す
る
者
が
」
を
加
え
、「
看
護

第
二
の
三
中
「
病
院
」
の
下
に
「
又
は
介
護
施
設
」を
、

「（
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
」
の
下
に「
及

び
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
」
を
、「
契

約
を
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
」の
下
に「
又

は
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
」を
加
え
、

第
二
の
三
を
第
二
の
四
と
す
る
。

第
二
の
二
中
「
第
二
の
六
」
の
下
に
「
及
び
経
済
上
の

連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の

協
定
の
適
用
を
受
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看
護
師
等
の
出
入

国
管
理
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
の
特
例
を
定
め
る
件

（
平
成
二
十
四
年
法
務
省
告
示
第
百
五
十
九
号
）
第
二
の

一
」
を
加
え
、
第
二
の
二
を
第
二
の
三
と
し
、
第
二
の
一

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

平

成
二
十
年
度
に
本
邦
に
入
国
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

介
護
福
祉
士
候
補
者
の
う
ち
、
協
定
附
属
書
十
第
六

節
２
の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内

に
介
護
福
祉
士
国
家
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ

て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
平

成
二
十
四
年
度
介
護
福
祉
士
国
家
試
験
を
受
験
し
、

介
護
福
祉
士
の
資
格
の
取
得
を
目
指
す
こ
と
を
目
的

に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
特
例
と
し
て
在
留
資
格
の
変

更
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

第
三
の
一
中
「
２
及
び
３
」
を
「
１
の
\
の
ロ
及
び
ハ

（
同
告
示
第
二
の
一
の
１
の
]
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）又
は
同
告
示
第
二
の
二
の
１
の
]
及
び
^
」
に

改
め
、「
同
告
示
第
四
の
」
の
下
に「
一
又
は
二
の
」を
、「
特

例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
」
の
下
に
「
又
は
特

例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
」
を
加
え
る
。

第
四
の
一
中
「
及
び
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候

補
者
」
を
「
、
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
及

び
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
」
に
改
め

る
。第

四
の
二
及
び
三
中
「
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師

候
補
者
」
の
下
に
「
又
は
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福

祉
士
候
補
者
」
を
加
え
る
。

第
四
の
四
中
「
第
二
の
二
」
を
「
第
二
の
一
の
２
又
は

二
の
２
」
に
、「
第
二
の
三
」
を
「
第
二
の
一
の
３
又
は
二

の
３
」
に
改
め
る
。

師
国
家
試
験（
以
下「
平
成
二
十
三
年
度
試
験
」と
い
う
。）」

を
「
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
看
護

師
試
験
」
と
い
う
。）若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
度
に
実
施

さ
れ
る
看
護
師
国
家
試
験
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度
看

護
師
試
験
」
と
い
う
。）又
は
平
成
二
十
四
年
度
に
実
施
さ

れ
る
介
護
福
祉
士
国
家
試
験
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度

介
護
福
祉
士
試
験
」
と
い
う
。）」に
改
め
、「
以
下
同
じ
。）」

の
下
に
「
又
は
介
護
福
祉
士
の
資
格
（
社
会
福
祉
士
及
び

介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
に
基

づ
く
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加

え
る
。

第
二
の
一
中
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
と
し
て
在
留

期
間
の
更
新
を
二
回
受
け
、
か
つ
、
二
回
目
の
更
新
を
受

け
た
後
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
た
者
で
、
本
邦
に

滞
在
し
な
が
ら
平
成
二
十
三
年
度
試
験
を
受
験
し
」を「
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
の
う
ち
、
協
定
附
属
書
十

第
六
節
１
の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
期
間
内

に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
期

間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
平
成
二
十
三
年
度
看

護
師
試
験
を
受
験
し
、
又
は
平
成
二
十
一
年
度
に
本
邦
に

入
国
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
の
う
ち
、
協

定
附
属
書
十
第
六
節
１
の
規
定
に
基
づ
き
滞
在
が
許
可
さ

れ
る
期
間
内
に
看
護
師
国
家
試
験
を
受
験
し
た
者
で
あ
っ

て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
本
邦
に
滞
在
し
な
が
ら
平
成
二

十
四
年
度
看
護
師
試
験
を
受
験
し
」
に
改
め
る
。

第
二
の
四
中
「
三
に
お
い
て
」
を
「
四
に
お
い
て
」
に

改
め
、「
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
候
補
者
」
の
下
に

「
又
は
特
例
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
」を
、

「
病
院
」
の
下
に
「
又
は
介
護
施
設
」
を
加
え
、
第
二
の

四
を
第
二
の
五
と
す
る
。
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